
感染症法第16条の２に基づく医療機関等への病床確保要請
【軽症中等症病床（現在確保数︓約1,800床）の

追加確保に向けた要請】

（２）【新規】200床未満の⼆次救急医療機関
内科⼜は呼吸器内科救急協⼒診療科標榜している

200床未満の151医療機関のうち、受⼊を⾏っていない医療機関に５床要請

（１）【新規】一般病床200床以上の医療機関
一般病床200床以上の103医療機関※のうち、

現在受⼊を⾏っていない医療機関に10床要請
※特定の患者のみを対応している医療機関、法⼈内で役割分担している医療機関とは別途調整

（３）【既存】受⼊医療機関
◆公⽴／国⽴病院（約15病院）

4月7日付け緊急要請内容の徹底
・許可病床400床以上 60床以上の運用（重症病床確保の場合48床以上）
・許可病床300床以上 45床以上の運用（重症病床確保の場合36床以上）
・許可病床200床以上 20床以上の運用（重症病床確保の場合16床以上）

◆⺠間／公的病院（約90病院）
・許可病床300床以上 15床以上の運用
・許可病床200床以上 10床以上の運用
・許可病床200床未満 ５床以上の運用

追加確保要請 病床数
総計 約１，１００床
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